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はじめに 
 
近年、地球温暖化が要因と見られる気候変動の影

響により、世界各地で大規模な自然災害が頻発して
います。我が国においても、台風の強大化、大雨に
よる土砂災害・水害の増加等全国各地で甚大な被害
が多数発生しています。 

2015 年に合意されたパリ協定では、「産業革命か
らの平均気温上昇を２℃未満とし、１.５℃に抑える
よう努力する」との目標が国際的に広く共有されま
した。 

また、2018 年に公表されたＩＰＣＣ（国連の気候変動に関する政府間パネル）
の特別報告書では、「気温上昇を２℃よりリスクの低い１.５℃に抑えるためには、
2050 年までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにすることが必要」と示されていま
す。 

このような中、本町では令和６年３月に策定した「第７次土庄町総合計画」にお
いて、脱炭素社会に向けた取組を推進することを明記するとともに、この度、令和
３年３月に策定した「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」及び令和４年３月に
策定した「土庄町エコオフィス計画 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の見
直しを行いました。 

今後は、見直し後の計画に基づき、本町が将来像として掲げる「人と自然が輝く 
みんなで創る アイランドタウン とのしょう」を実現するため、また、小豆島・
豊島の豊かな自然環境を次世代に引き継いでいくための一石となるようカーボンニ
ュートラルの実現に向けた取組を進めてまいりますので、皆様のより一層のご理解
とご協力をお願いいたします。 

最後に、本計画の策定に当たり、多大なご尽力を賜りました土庄町地球温暖化対
策実行計画策定委員会委員の皆様をはじめ、セミナーやパブリックコメントなどを
通じて貴重なご意見・ご指導をいただきました皆様に心より感謝申し上げます。 
 

令和７年３月 
土庄町⾧  岡野 能之 
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1. 計画策定の基本的事項・背景 

（1） 計画策定の背景 

1） 気候変動の影響 

気候変動問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に
関わる安全保障の問題と認識されており、最も重要な環境問題の 1 つとされています。
既に世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されています。 

2021 年８月には、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第６次評価報告書が公表
され、同報告書では、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑
う余地がないこと、大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変化が
現れていること、気候システムの多くの変化（極端な高温や大雨の頻度と強度の増加、
いくつかの地域における強い熱帯低気圧の割合の増加等）は、地球温暖化の進行に直接
関係して拡大することが示されました。 

今後、地球温暖化の進行に伴い、このような猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが
予測されています。 

 

2） 地球温暖化対策をめぐる国際的な動向 

2015（平成 27）年 11 月から 12 月にかけて、フランス・パリにおいて、第 21 回締
約国会議（COP21）が開催され、京都議定書以来 18 年ぶりの新たな法的拘束力のある
国際的な合意文書となるパリ協定が採択されました。 

合意に至ったパリ協定は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命
以前に比べて 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」や
「今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡」を掲げたほか、先進国と途
上国といった二分論を超えた全て
の国の参加、5 年ごとに貢献
（nationally determined 
contribution）を提出・更新する仕
組み、適応計画プロセスや行動の実
施等を規定しており、国際枠組みと
して画期的なものと言えます。 

2018 年に公表された IPCC
「1.5℃特別報告書」によると、世
界全体の平均気温の上昇を、2℃を
十分下回り、1.5℃の水準に抑える
ためには、CO2 排出量を 2050 年頃
に正味ゼロとすることが必要とさ
れています。この報告書を受け、世
界各国で、2050 年までのカーボン
ニュートラルを目標として掲げる
動きが広がりました。  

出典:全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/）より
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3） 地球温暖化対策をめぐる国内の動向 

2020 年 10 月、我が国は、2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロに
する、すなわち、2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣
言しました。翌 2021 年 4 月、地球温暖化対策推進本部において、2030 年度の温室効
果ガスの削減目標を 2013 年度比 46％削減することとし、さらに、50％の高みに向け
て、挑戦を続けていく旨が公表されました。 

また、2021 年 10 月には、これらの目標が位置付けられた地球温暖化対策計画の閣
議決定がなされました。地球温暖化対策計画においては、我が国は、2030 年、そして
2050 年に向けた挑戦を絶え間なく続けていくこと、2050 年カーボンニュートラルと
2030 年度 46%削減目標の実現は決して容易なものではなく、全ての社会経済活動にお
いて脱炭素を主要課題の一つとして位置付け、持続可能で強靱な社会経済システムへの
転換を進めることが不可欠であること、目標実現のために、脱炭素を軸として成⾧に資
する政策を推進していくことなどが示されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4） 香川県の動向 

近年、地球温暖化を要因とする気候変動による記録的な豪雨や猛暑など、その影響は
顕在化し、国内外で深刻な被害をもたらすなど、地球温暖化問題は「気候危機」と呼ば
れる状況となっています。この危機を克服するためには CO2 の排出量削減が必須であり、
その取組は喫緊の課題です。 

2020 年 10 月には、政府が「2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロに
し、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言するなど、国の脱炭素化の取組が加速して
いく中、香川県においても、2021 年 2 月 17 日に香川県議会定例会において、「気候
が危機的な状況にあることを認識し、2050 年までに CO2 の排出量を実質ゼロにする」
ことを目標に掲げる表明を行い、脱炭素社会の実現に向けて、地球温暖化対策の各種取
組を積極的に進めていくとしています。  

地球温暖化対策計画における 2030 年度温室効果ガス排出削減量の目標

出典:環境省（2021）「地球温暖化対策計画」（https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/211022.html） 

参考:香川県ホームページ（ https://www.pref.kagawa.lg.jp/ ）
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5） 土庄町の動向 

令和 6（2024）年 3 月に発行した「第 7 次土庄町総合計画」において、小豆島町と
の連携による小豆島区域全体としての持続可能な島「ゼロカーボンアイランド」に向け
た取組を推進しています。公用車の電動車両導入や、民間における再生可能エネルギー
の導入支援など、官民ともに取組を推進するとしています。 
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（2） 区域の特徴 

1） 位置と地勢 

土庄町は、瀬戸内海に浮かぶ小豆島の中央から北西部にかけての領域と、豊島・小豊
島・沖之島という 3 つの有人離島を含む自然豊かな町です。小豆島の中央から南東部に
広がる小豆島町と土庄町の 2 つの自治体で「香川県小豆郡」を構成しています。 

総面積は 74.38km2 で、東西に 26.9km、南北に 11.5km 広がっています。 
海上交通の拠点だった土渕海峡は 1996 年に「世界で一番狭い海峡」としてギネスに

認定されました。 
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2） 気象 

気温 

土庄町の気温に関して、高松地方気象台内海観測所では、平成 6（1994）年以降、
年平均気温が上昇傾向にあります。猛暑日（日最高気温が 35℃以上の日）は、平成 12
（2000）年に最も多い 22 日の観測がありますが、このころは、まったく観測されない
年もありました。しかし、平成 28（2016）年以降は、1 日～8 日の観測があり、必ず
猛暑日が観測されるようになっています。 

また、真夏日（日最高気温が 30℃以上の日）及び夏日（日最高気温 25℃以上の日）
の日数も多くなっており、熱帯夜（日最低気温が 25℃以上）の日数に関しては、明ら
かに増加していることが分かります。 
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降水量 

土庄町の降水量に関して、平成 6（1994）年以降の高松地方気象台内海観測所にお
ける年降水量は、近年 1,000mm を超える年が多くなり、日降水量が 100mm 以上を
記録する年も増加しています。 
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日照時間 

土庄町の日照時間に関して、高松地方気象台内海観測所では、平成 6（1994）年以
降、年合計で 1,584～2,363 時間となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日射量 

全天日射量（地上の水平面に全天から到達する太陽からの日射量）に関しては、 
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の年間月別日射量データベース 
（MONSOLA-11）によれば、月平均全天日射量（1981～2009 年の平均値）は、 
7.6～17.8MJ/m2・day となっています。 
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出典:土庄町（豊島 島内の風景）
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3） 土地利用 

土庄町の土地利用は下表、及び図のとおり、79.1％が森林となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

土地利用区分 割合 

田 5.5％ 

その他の農用地 4.3％ 

森林 79.1％ 

荒地 2.2％ 

建物用地 5.8％ 

その他の用地 1.3％ 

河川地及び湖沼 1.2％ 

海浜 0.7％ 

土庄町の土地利用図 

土庄町の土地利用の割合

「国土数値情報（土地利用細分メッシュデータ）」（国土交通省） 
（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-v3_1.html）より作成 
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4） 農林業関連 

土庄町の総土地面積は 7,438ha であり、そのうち耕作面積は 542ha（田:168ha、
畑:374ha）となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

項目 面積 
（ha） 

総土地面積 7,438 

林野面積 4,665 

 国有林 - 

  林野庁 - 

  その他官庁 - 

 民有林 4,665 

  独立行政法人 - 

  公有林 564 

  私有林 4,101 

現況森林面積 4,665 

森林以外の草生地面積 - 

森林計画による森林面積 683 

耕地面積 542 

 田耕地面積 168 

 畑耕地面積 374 

耕作放棄地（遊休農地） 180 

農林業に係る面積

出典:2020 年農林業センサス、耕地面積、田耕地面積、畑耕地面積は令和 5 年面積調査（農林
水産省）、調査年度 2023、公開 2024.2.29、遊休農地面積は土庄町農業委員会「農地等の利用
の最適化の推進に関する指針」令和 5 年 3 月 31 日（平成 28 年調査）より作成 
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人口総数 世帯数

（3） 社会的課題の整理（人口、年齢構成等） 

1） 人口・人口密度・世帯数 

土庄町の人口は昭和 55 年以降減少しており、世帯数は平成 2 年をピークに減少に転
じています。 

令和 2 年は人口が 12,846 人、世帯数が 5,750 世帯となっています。 
 
 
 
 

 
人  口 （人） 人口密度 

（1km2 当り） 
世帯数 

（戸数） 
高齢者比率 

（％） 総数 年少人口 生産年齢人口 老齢人口 

土庄町 12,846 1,222 6,090 5,534 172.7 5,750 43.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口・世帯数

人口及び世帯数の推移

「令和 2 年国勢調査人口等基本集計結果の概要」（昭和 55 年～令和 2 年）より作成

人口密度:令和 2 年 1 月 1 日時点
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2） 年齢構成 

土庄町の年齢 3 区分別人口についてみると、15 歳未満の年少人口と 15～64 歳の生
産年齢人口が急速に減少し、65 歳以上の高齢人口が増加しています。 

また、年齢 3 区分別人口の構成比については、年少人口と生産年齢人口の割合が下が
り続けているのに対し、高齢人口の割合は増加を続けており、令和 2 年には 43.1％と
なっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

年齢 3 区分人口の推移

年齢 3 区分人口の構成比の推移

「令和 2 年国勢調査人口等基本集計結果の概要」（平成 2 年～令和 2 年）より作成

「令和 2 年国勢調査人口等基本集計結果の概要」（平成 2 年～令和 2 年）より作成
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3） 将来人口 

土庄町の将来人口について、国立社会保障・人口問題研究所（以後「社人研」と呼ぶ）
の推計によれば、今後、緩やかに減少を続け 2015 年には 14,002 人に、2045 年には
7,806 人になると推計されています。 

一方で、「土庄町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（土庄町 令和 2 年 3 月）」
によれば、今後、減少傾向となるものの2045年に10,618人、その後、2060年に10,403
人で推移すると推計されています。 

なお、高齢化率は両者ともに増加していくことが推計されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

土庄町の将来人口の推移

出典:土庄町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（土庄町 令和 2 年 3 月）

現在と将来の年齢別の人口構成 
出典:地域経済循環分析（環境省）
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（4） 経済的課題の整理（産業構造、経済動向等） 

1） 地域経済循環分析 

環境省の所得循環構造を見ると、生産面では、「建設業」の付加価値が最も高く、次
いで「食料品」、「住宅賃貸業」となっています。生産額では「食料品」が最も多くな
っています。 

一方、支出面では、投資及びエネルギー代金の域外流出が大きくなっています。 
産業別エネルギー消費量に関しては、「食品飲料製造業」が最も多く、次いで、「農

林水産業」となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

引用:地域経済循環分析（環境省）
土庄町の所得循環構造（2020 年）
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引用:地域経済循環分析（環境省）

引用:地域経済循環分析（環境省）

引用:地域経済循環分析（環境省）

土庄町の産業別付加価値額

土庄町の産業別生産額

土庄町の産業別エネルギー消費量
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産業の状況・産業構造（産業別就業者数など） 

土庄町の産業の状況・産業構造は「サービス業」の従業者数が最も多く、次いで「卸
売業・小売業・飲食店・宿泊業」となっています。 

平成 28 年に比べ従業員数が増加しているのは、「農林漁業」（8 人増）「電気・ガ
ス・熱供給・水道業」（7 人増）、「情報通信業」（12 人増）、「学術研究・専門・
技術サービス業」（21 人増）、「医療・福祉」（39 人増）となっており、その他の業
種は減少しています。 

 
 
 

 平成 
21 年 

平成 
24 年 

平成 
26 年 

平成 
28 年 

令和 
3 年 

農林漁業 
事業所数 24 17 21 17 20 
従業者数 173 169 166 134 142 

鉱業・採石業・砂利採取業 
事業所数 3 1 - - 2 
従業者数 12 5 - - 10 

建設業 
事業所数 95 81 78 71 68 
従業者数 536 481 475 496 406 

製造業 
事業所数 183 150 149 136 107 
従業者数 1,301 1,204 1,176 1,054 950 

電気・ガス・ 熱供給・水道業 
事業所数 1 - 2 1 2 
従業者数 10 - 11 4 11 

情報通信業 
事業所数 7 3 2 2 3 
従業者数 17 13 3 4 16 

運輸業・郵便業 
事業所数 37 29 26 24 25 
従業者数 347 332 242 239 235 

卸売業・小売業 
事業所数 306 253 257 246 216 
従業者数 1,492 1,310 1,386 1,440 1,283 

金融業・保険業 
事業所数 13 11 12 11 11 
従業者数 124 90 105 89 79 

不動産業・物品賃貸業 
事業所数 21 19 21 21 23 
従業者数 49 44 50 56 55 

学術研究・専門・技術サービス業 
事業所数 25 20 22 20 24 
従業者数 89 89 90 89 110 

宿泊業・飲食サービス業 
事業所数 148 117 126 111 113 
従業者数 888 741 907 861 650 

生活関連サービス業・娯楽業 
事業所数 96 76 84 77 71 
従業者数 355 252 331 316 275 

教育・学習支援業 
事業所数 29 13 33 13 17 
従業者数 222 51 270 41 55 

医療・福祉 
事業所数 52 36 60 39 45 
従業者数 669 312 738 425 464 

複合サービス事業 
事業所数 15 18 17 17 16 
従業者数 174 130 220 231 195 

サービス業（他に分類されないもの） 
事業所数 82 61 77 58 73 
従業者数 352 302 350 272 270 

総 数 
事業所数 1,137 905 987 864 836 
従業者数 6,810 5,525 6,520 5,751 5,206 

  出典:経済センサス活動調査・経済センサス基礎調査（総務省統計局）

産業別事業所・従業員数 
単位:事業所数（箇所）、従業員数（人）
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生産量及び生産額 

香川県の令和 3 年度の総生産額は「製造業」が最も多く、次いで「卸売・小売業」、
「不動産業」となっています。 

また、令和 3 年度の産業別の対前年度増加率は、第一次産業はマイナス成⾧となって
います。 

 
 

         年度  
 産業 

平成 
23 年度 

平成 
24 年度 

平成 
25 年度 

平成 
26 年度 

平成 
27 年度 

平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
2 年度 

令和 
3 年度 

一次 

第一次産業 計 52,144 55,419 50,192 48,205 55,012 61,622 58,254 54,454 52,079 49,133 44,438 

農業 41,700 43,646 39,691 37,490 41,539 47,367 44,397 40,384 39,936 38,535 34,807 

林業 1,746 1,825 2,088 1,830 2,273 2,472 2,320 2,551 2,386 2,549 2,315 

水産業 8,698 9,948 8,413 8,885 11,199 11,783 11,536 11,519 9,757 8,049 7,316 

二次 

第二次産業 計 1,070,858 1,057,114 967,423 961,597 1,019,504 1,066,261 1,082,828 1,056,890 1,085,106 970,356 1,042,166 

鉱業 4,476 4,157 4,683 4,984 4,917 4,163 4,207 3,991 3,808 3,659 3,388 

製造業 902,890 881,770 788,945 764,506 803,688 838,378 860,046 858,493 874,472 733,553 840,867 

建設業 163,492 171,187 173,796 192,107 210,899 223,719 218,575 194,407 206,826 233,145 197,910 

三次 

第三次産業 計 2,631,709 2,627,989 2,671,485 2,676,913 2,737,478 2,749,626 2,780,865 2,822,178 2,818,209 2,679,768 2,752,382 

電気・ガス・水道・ 
廃棄物処理業 

100,278 88,977 96,623 103,919 108,338 112,087 112,932 115,336 117,252 108,411 105,206 

卸売・小売業 447,412 452,286 464,965 459,301 462,320 458,073 473,519 470,169 464,246 500,646 534,313 

運輸・郵便業 187,434 200,932 224,269 227,481 224,650 227,549 235,881 238,154 237,601 150,759 168,397 

宿泊・飲食 
サービス業 

88,103 84,702 85,361 85,954 86,760 94,628 95,402 101,076 93,319 54,375 53,492 

情報通信業 108,341 106,704 107,446 104,301 108,052 111,589 109,996 110,086 107,077 109,903 107,863 

金融・保険業 169,695 167,523 168,784 164,467 166,289 157,382 159,802 166,320 165,577 155,903 165,285 

不動産業 416,663 418,767 424,869 428,457 432,360 435,539 438,139 436,468 438,047 437,078 432,172 

専門・科学技術、 
業務支援サービス業 

217,811 215,442 215,815 212,497 226,167 232,824 228,719 242,948 244,660 237,296 247,969 

公務 194,450 185,370 181,400 189,449 192,446 190,882 195,691 202,583 203,034 201,803 200,920 

教育 165,402 163,323 160,964 163,916 162,197 158,947 160,174 159,704 160,055 158,760 160,467 

保健衛生・社会事業 355,800 369,043 377,024 378,746 406,788 411,509 409,501 413,160 420,766 418,442 422,018 

その他のサービス 180,320 174,920 163,965 158,425 161,111 158,618 161,110 166,172 166,574 146,393 154,280 

 
 
 
 

         年度 
 産業 

平成 
23 年度 

平成 
24 年度 

平成 
25 年度 

平成 
26 年度 

平成 
27 年度 

平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
2 年度 

令和 
3 年度 

第一次産業 － 6.3 -9.4 -4.0 14.1 12.0 -5.5 -6.5 -4.4 -5.7 -9.6 

第二次産業 － -1.3 -8.5 -0.6 6.0 4.6 1.6 -2.4 2.7 -10.6 7.4 

第三次産業 － -0.1 1.7 0.2 2.3 0.4 1.1 1.5 -0.1 -4.9 2.7 

計（総生産） － -0.4 -1.4 -0.1 3.4 1.7 1.1 0.3 0.6 -6.5 3.8 

  

経済活動別町内総生産

名目経済成⾧率（産業別の対前年度増加率）

出典:令和 4 年度香川県県民経済計算推計結果

「令和 4 年度香川県県民経済計算推計結果」より作成 
注）総生産は「輸入品に課される税・関税」、「（控除）総資本形成に係る消費税」を加えたもの 

単位:百万円

単位:％
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2） 都市構造・交通体系、インフラ 

土庄町内の公共交通 

土庄町内を運行している公共交通は下表のとおりです。 
そのうち、土庄港へ入港しているフェリー・旅客船は、高松港発、新岡山港発、宇野

港発となっています。 
町内では、バスが主な公共交通機関となっており、小豆島オリーブバスが島内を運行

しています。 
また、町営の豊島シャトルバスや福祉バスが、路線バスの空白地域の運行を行ってい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

手段 ルート等 路線等 

航路 土庄港 

高松～小豆島（土庄）フェリー・高速船 

新岡山～小豆島（土庄）フェリー 

宇野～豊島～小豆島（土庄）フェリー・旅客船 

路線バス 小豆島内 

坂手線 

南廻り福田線 

北廻り福田線 

四海線 

西浦線 

中山線 

田ノ浦映画村線 

町営バス 豊島内 豊島シャトルバス【土庄町】 

スクールバス 学区内 土庄中学校、土庄小学校、豊島中学校（11 月～2 月のみ）、
豊島小学校【土庄町】 

福祉バス 土庄町内 四海（滝宮）、北浦（空地・ナベワ）、 
大鐸（小馬越・笠滝） 

その他 
小豆島内 タクシー、レンタカー、レンタサイクル 

豊島内 タクシー、レンタサイクル 

土庄町内を運行する公共交通 

「小豆島地域公共交通計画」令和 3 年 11 月より作成
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小豆島地域の公共交通概況図 

小豆島オリーブバス路線図

引用:小豆島地域公共交通計画（令和 3 年 11 月）

引用:小豆島オリーブバス株式会社 HP

※

※ 大部港は、令和 5（2023）年 12 月 1 日より運航休止



地球温暖化対策実行計画  土庄町 

- 20 - 
 

11,226 11,088 10,970 10,847 10,720 10,635 10,490 10,309 10,099

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

自動車登録台数の推移

普通乗用車 普通貨物車 軽乗用車 軽貨物車 小型二輪車 バス 大型特殊車

その他

普通乗用車

28.1%

普通貨物車

4.3%
軽乗用車

40.8%

軽貨物車

22.2%
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2.0%
バス
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2.4%

車両区分別割合（2021年）

普通乗用車 普通貨物車 軽乗用車 軽貨物車 小型二輪車 バス 大型特殊車

その他

自動車保有台数 

土庄町内の自動車保有台数は徐々に減少し、2021 年度末現在、10,099 台の登録が
あり、そのうち約 28％が普通乗用車、約 41％が軽自動車になっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

自動車保有台数

「市区町村別自動車保有車両台数統計（土庄町）」（自動車検査登録情報協会）より作成

車両区分割合

「市区町村別自動車保有車両台数統計（土庄町）」（自動車検査登録情報協会）より作成
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（5） これまでに取り組んできた温室効果ガス削減のための取組 

土庄町では平成 25 年度からクリーンエネルギーの利用促進に寄与することを目的と
して、住宅用太陽光発電設備を設置する方に対して、補助金を支給しています。 

その他、ごみの減量化を推進するために、生ごみ処理機・生ごみ処理容器（コンポス
ト）を設置される方に補助金を支給しています。 

 
 
 

補助金名 補助対象 補助金額 

住宅用太陽光発電設備 
補助金 太陽光発電設備 1kW×4 万円 (上限 4kW) 

ごみの減量化に関する 
補助金 

生ごみ乾燥機 20,000 円 (購入金額の 1/3) 

生ごみ処理容器 200L 未満 3,000 円 

生ごみ処理容器 200L～300L 未満 4,000 円 

生ごみ処理容器 300L 以上 5,000 円 

水切りバケツ 20L 未満 2,000 円 (購入金額の 1/2) 

水切りバケツ 20L 以上 3,000 円 (購入金額の 1/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

住宅用太陽光システム発電設置補助金とごみの減量化に関する補助金 

出典:土庄町 HP 
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（6） 環境教育、啓発活動 

土庄町ではごみ減量化の観点から、職員が講師として環境学習等の講習を行っていま
す。 

また、令和４年度から町内で活動するボランティア清掃支援団体の把握をし始め、令
和 5 年 12 月末現在、21 団体のボランティア組織が町内各地で清掃活動を実施してい
ます。 

 
 

実施年月日 イベント名等 

令和 6 年 6 月 3 日 香川県立小豆島中央高等学校クリーン作戦 

令和 6 年 6 月 4～7 日 土庄町立土庄小学校 4 年生環境学習 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活動団体名 実施年月日 イベント名等 参加人数 

ハートフル 
ゴレンジャーの会 

令和 4 年 6 月 12 日 小豆島史跡のお掃除旅(千振島) 6 名 

令和 4 年 6 月 26 日 小豆島史跡のお掃除旅(千振島) 7 名 

令和 4 年 9 月 25 日 小豆島史跡のお掃除旅(千振島) 12 名 

令和 4 年 12 月 5 日 小豆島史跡のお掃除旅(千振島) 5 名 

令和 5 年 1 月 18 日 小豆島史跡のお掃除旅(千振島) 5 名 

令和 5 年 9 月 23 日 小豆島史跡のお掃除旅(千振島) 25 名 

令和 5 年 10 月 23 日 小豆島史跡のお掃除旅(千振島) 7 名 

令和 5 年 12 月 23 日 ⾧浜海岸のビーチクリーニング 5 名 

令和 6 年 2 月 13 日 小豆島史跡のお掃除旅(千振島) 10 名 

ごみ拾い上手の 
小豆島さん 

令和 4 年 4 月 3 日 ヘルシービーチ周辺で清掃活動 － 

令和 4 年 5 月 15 日 柳の浜の波戸周辺で清掃活動 － 

令和 4 年 6 月 12 日 ゴミ＆シーグラスを拾って 
マクラメネックレスを作ろう!木香の浜 8 名 

令和 4 年 10 月 26 日 小豆島クリーンセンター施設見学 11 名 

小豆島山の会 令和 4 年 6 月 19 日 清掃活動 20 名 

  

環境教育・啓発活動の実績の例 

出典:土庄町 HP 

環境ボランティア団体の活動実績 
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（7） 計画期間及び基準年度 

本計画は、2025 年度から 2030 年度までの 6 年間を計画期間として、目標達成に向
けた取組を設定します。加えて、地球温暖化対策には中⾧期的な視点が重要であるため、
⾧期目標年として 2050 年を設定します。 

また、本計画における基準年度は、国及び県の計画に準拠し、2013（平成 25）年度
とします。 

なお、取組の進捗状況や社会情勢を踏まえ、2030 年度をはじめ約 5 年毎に計画の見
直しを図るものとします。 
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（8） 庁内体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

出典:土庄町（エンジェルロード）
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（9） 庁外連携・協働体制 

土庄町の脱炭素社会の実現に向け、各対策を効果的に実施し、目標を達成するために
は、専門機関や NPO、研究機関、行政機関等との連携・協働が不可欠です。 

そのため、外部団体との協働体制を構築し、住民と協働しながら地球温暖化対策に取
り組みます。 
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（10） 主体別の役割 

地球温暖化の防止には、町民、事業者、民間団体等及び行政の各主体が互いに連携・
協力し、それぞれの役割を果たしていくことが重要であり、各主体には、次のような役
割が期待されます。 

 
 香川県 

県は、県全体の温暖化対策の牽引役として、県民や事業者、市町村の模範となるよう
自らが率先して行動し、自らの事務及び事業から排出される温室効果ガスの削減に努め
ると同時に、県民や事業者が取り組むべき具体的な対策や、市町村が取り組むべき施策
の方向性を示すなど、道先案内としての役割を担います。 

さらに、各部局が構成している気候変動適応に関する組織において、それぞれが適応
への取組を推進していくとともに、気候変動適応センターを中心とした横断的な連携を
図りながら県全体としてより効果的に適応への取組を図っていきます。 

また、各分野での取組については、県のホームページや広報等を利用して情報共有を
行い、県民・事業者の自主的かつ積極的な「適応」への取組を促進します。 

 
 

 香川県地球温暖化防止活動推進センター（せと eco・かがわ）及び 
香川県地球温暖化防止活動推進員 

「香川県地球温暖化防止活動推進センター」と連携・協力の下、地球温暖化対策の重
要性に関する普及啓発活動や、具体的取組内容についての情報提供等を行うとともに、
「香川県地球温暖化防止活動推進員」を通じて、それぞれの地域や職場、家庭等での普
及啓発や、実践行動へのアドバイスを行います。 

 
 

 気候変動適応センター（国、香川県） 

気候変動適応センター（国立環境研究所）は、気候変動影響及び気候変動適応に関す
る情報の収集・整理・分析・提供を行うほか、自治体や地域気候変動適応センターの気
候変動適応に関する取組に対する技術的助言などを行う役割を担います。 

また、香川県気候変動適応センターでは、その区域における気候変動の影響と適応策
などに関する情報の収集や整理、提供等を行う拠点としての機能を確保するよう努め、
ホームページにて動画を配信するなど、情報発信を行います。 
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・ 地球温暖化問題について正しい知識を持ち、温室効果ガスの排出が一人ひとりの行
動に大きく左右されることを認識し、自ら積極的に現在の行動様式の変革や行動喚
起に取り組む。また、気候変動の影響を理解し、その影響から身を守るための行動
を自ら行う。 

・ 自らのエネルギー消費量・温室効果ガス排出量を把握し、脱炭素につながる新しい
豊かな暮らしを創る国民運動「デコ活」を実践し、周りの人にも広める。 

・ 節電・節水・３Ｒ・エコドライブなど、脱炭素ライフスタイルへの転換を図る。 
・ 製品やサービスを購入する際には、品質や価格だけでなく、より低炭素なものを選

択するよう心がける。 

町民 

・ 社会の一員として、事業活動の低炭素化、脱炭素化に取り組む。 
・ SDGs の推進や ISO14001、エコアクション 21 等の環境マネジメントシステムの

導入、ESG 経営等、継続的な環境経営に取り組む。 
・ 事業所の断熱性能の向上や省エネ設備への買換え、低炭素型の製造プロセスへの転

換、エコドライブの徹底など、事業活動における省エネを積極的に実践する。 
・ 再エネの導入、再エネ由来の電気の使用に努める。 
・ 従業員に対して地球温暖化教育を実施する。 
・ 消費者に対して、ライフサイクルを通じてより低炭素・脱炭素な製品・サービスを

提供し、製品・サービスによる温室効果ガス削減に関連する情報を提供する。 

事業者 

・ 地域に根差した地球温暖化対策の取組を行い、行政、町民、事業者等の各主体をつ
なぐ。 

NPO・民間団体 

・ 行政は、地球温暖化の防止に向けた取組目標を明らかにし、達成のための各主体の活
動を支援する。 

・ 計画の進捗状況や目標達成状況を確認して検証を行い、必要に応じて施策の再構築を
行うなど、計画の進行管理を行う役割を担う。 

・ 住民、事業者、民間団体及び行政の各主体が連携して地球温暖化防止の取組を進める
ための「仕組づくり」や、情報提供・普及啓発、環境学習の充実など、自発的で持続
的な活動を支える「基盤づくり」を行う。 

・ 自らの事務事業においても、率先的な取組を行う。 

行政（町） 
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（11） 進行管理 

1） 進捗管理・評価 

毎年度、温室効果ガス排出量について把握するとともに、その結果を用いて計画全体
の目標に対する達成状況や課題の評価を実施します。また、対策に関する進捗状況、個々
の対策・施策の達成状況や課題の評価を実施します。さらに、それらの結果を踏まえて、
毎年１回、施策の実施の状況を公表します。 

 

2） 見直し 

毎年度の進捗管理・評価の結果や、今後の社会状況の変化等に応じて、適切に見直す
こととします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点検（Check） 
 温室効果ガス排出量

の把握 
 報告 

実行（Do） 
 施策の実施 

計画（Plan） 
 本計画の策定・改定 
 施策の具体的な内容

の検討 
 予算措置 

見直し（Act） 
 施策の見直し 
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2. 区域施策編 

（1） 基本的事項 

 対象とする温室効果ガス 

対象とする温室効果ガスは、把握可能かつ対策・施策が有効である温室効果ガスとし
て二酸化炭素（CO2）を対象とします。 

 
 対象範囲 

対象範囲は、把握可能かつ対策・施策が有効である部門分野として、エネルギー起源
の CO2（産業分野、業務その他部門、家庭部門、運輸部門（自動車））、非エネルギー
起源の CO2（廃棄物分野:一般廃棄物の焼却処分に伴う排出）とします。 

なお、運輸部門の船舶については、町として今後船舶会社等と協力をしながら排出量
の削減に取り組むことを前提に、この計画の対象からは除くこととしました。 

 

（2） 各部門の温室効果ガス排出状況整理（現況推計） 

1） 部門・分野ごとの温室効果ガス排出量の現況推計 

土庄町における温室効果ガス排出量は基準（2013）年度で約 133.4 千 t-CO2、現況
（2021）年度で約 83.8 千 t-CO2 となっており、約 37％減少しています。また、部門・
分野ごとの排出量では産業部門、業務その他部門、家庭部門が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CO2 排出量の現況推計（部門・分野別構成） 
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産業部門

（製造業）

18%

産業部門

（建設業・鉱業）

1%

産業部門

（農林水産業）

8%

業務その他部門

21%
家庭部門

25%

運輸部門

（自動車）

25%

廃棄物分野

2%

2） 部門・分野ごとの温室効果ガス排出量の割合 

土庄町における部門別の排出量割合は、産業部門が 27％（製造業 18％、建設業・鉱
業 1％、農林水産業 8％）、業務その他部門が 21％、家庭部門が 25％、運輸部門が 25％、
廃棄物分野が 2％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CO2 排出量の部門・分野別構成比（2021 年度） 

【土庄町】 
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（3） 区域施策編の目標 

本計画における、土庄町の 2030 年度の温室効果ガス（CO2）削減目標は、国や県の
地球温暖化対策実行計画よりも高い、52％とします。 
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1） 再エネ導入実績 

土庄町の再エネ導入状況は、太陽光発電設備の導入実績があり、令和 3 年度時点で、
太陽光発電設備は発電容量 7.38MW、発電電力量 9,675.70MWh/年であり、区域の電
気使用量の約 9％となっています。 

水力、バイオマス及び地熱発電は導入されていません。 
 
 
 

大区分 中区分 導入実績量 単位 

太陽光 

10kW 未満 
0.75 MW 

894.69 MWh/年 

10kW 以上 
6.64 MW 

8,781.01 MWh/年 

合計 
7.38 MW 

9,675.70 MWh/年 

風力 
0.02 MW 

43.02 MWh/年 

水力 
0.00 MW 

0.00 MWh/年 

バイオマス 
0.00 MW 

0.00 MWh/年 

地熱 
0.00 MW 

0.00 MWh/年 

再生可能エネルギー（電気）合計 
7.40 MW 

9,718.72 MWh/年 

 
 
 
 

 需要量等 単位 

区域の電気使用量 100,156 MWh/年 

熱需要量 1,657,803 GJ/年 

 
  

土庄町の再エネ導入実績（令和 3 年度） 

参考:自治体再エネ情報カルテ（環境省） 

土庄町の電気使用量及び熱需要量 

参考:自治体再エネ情報カルテ（環境省） 
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2） 再エネポテンシャル 

再エネ導入ポテンシャルは、太陽光、風力、中小水力、バイオマスのポテンシャルが
存在しており、太陽光で発電容量 255MW、発電電力量 358,551MWh/年で、再エネ導
入ポテンシャルの合計は、域内のエネルギー消費量の約 0.7 倍となっています。 

 
 

区分 賦存量 導入ポテンシャル 単位 

太陽光 
- 255 MW 

- 358,551 MWh/年 

風力 
337 80.9 MW 

665,048 179,861 MWh/年 

中小水力 
0.06 0.06 MW 

299.01 299.01 MWh/年 

地熱 
0 0 MW 

- 0 MWh/年 

再生可能エネルギー（電気）合計 
337 336 MW 

665,347 538,711 MWh/年 

太陽熱 - 272,587 GJ/年 

地中熱 - 959,778 GJ/年 

再生可能エネルギー（熱）合計  1,232,365 GJ/年 

木質バイオマス 
発生量（森林由来分） 2 - MW 

発熱量(発生量ベース） 15,589 - MWh/年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

土庄町の再エネ賦存量・導入ポテンシャル 

エネルギー需要に対する再エネ導入ポテンシャル 
自治体再エネ情報カルテ（環境省）より作成 
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また、再エネ導入ポテンシャルは、以下のように全自然エネルギーから法令などの制
約がある範囲を除いたものとなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

引用:再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】（環境省） 

＜ 考慮されていない要素の例 ＞ 
・系統の空き容量、賦課金による国民負担 
・将来見通し（再エネコスト、技術革新） 
・個別の地域事情（地権者意思、公表不可な希少種生息エリア情報）  など 
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土庄町の再エネ導入ポテンシャルについて、太陽光（建物系、土地系）・陸上風力・
太陽熱・地中熱・中小水力河川部のポテンシャル図を示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

太陽光（建物系）導入ポテンシャル 
再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】（環境省）より作成 

再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】（環境省）より作成 

太陽光（土地系）導入ポテンシャル 
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再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】（環境省）より作成 

再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】（環境省）より作成 

陸上風力導入ポテンシャル 

太陽熱導入ポテンシャル 
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再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】（環境省）より作成 

再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】（環境省）より作成 

地中熱導入ポテンシャル 

中小水力河川部導入ポテンシャル 
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（4） 将来の温室効果ガス排出量に関する推計 

1） BAU シナリオ（BAU:無対策時） 

BAU シナリオは、将来の人口、生産活動量等を推定し、無対策時における CO2 排出
量の将来推計になります。 

社人研の人口推計では、将来、土庄町の人口は 6,000 人を切ると予測されています。
つまり、将来の活動量は減少し、CO2 排出量は自然に減少するという考え方になります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一方、土庄町の目指すシナリオは、「土庄町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（令
和 2 年 3 月）」で設定された通り、人口減少を食い止め、地域産業を振興することとし
ています。 

この土庄町が目指す将来人口推計を BAU シナリオとして設定し、将来の CO2 排出量
を推計し、より高い目標を設定した上で、対策を検討しています。 

 
 

  

温室効果ガス排出量に関する推計（将来人口） 

土庄町の人口推計 

社人研の人口推計 
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BAU シナリオの推計結果は、2030 年度の排出量は約 82.2 千 t-CO2、2050 年度は
約 78.5 千 t-CO2 と推計され、現況（2021）年度より減少する傾向となっています。 

 
 

2） 省エネシナリオ 
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廃棄物分野

運輸部門（自動車）

家庭部門

業務その他部門

産業部門（農林水産業）

産業部門（建設業・鉱業）

産業部門（製造業）

▲62.5%
(83.4千t-CO2)

▲47.5%
(63.4千t-CO2)

▲37.5%
50.0千t-CO2

省エネシナリオは、国が政策として進めている高性能ボイラーや産業用ヒートポンプ、
省エネ家電製品の普及、電気自動車への転換等を踏まえた将来推計になります。なお、
運輸部門は船舶を除いた推計となっています。 

省エネシナリオの推計結果は、2030 年度が 70.0 千 t-CO2、2050 年は 50.0 千 t-CO2

であり、基準（2013）年度と比較すると、2030 年度は約 47.5％、2050 年は約 62.5％
の減少となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部門・分野別の推計結果を見ると、省エネシナリオにおける運輸部門、業務その他部
門、家庭部門の削減率と比較して、産業部門の削減率が低くなっています。 

化石燃料の使用割合が多い産業部門では、排出量削減に向け、電気へのエネルギー転
換に取り組むことが重要と考えられます。 

また、省エネシナリオでの排出量を、今後の再エネ導入や更なる省エネの取組等で削
減していくことが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAU シナリオ・省エネシナリオの部門別 CO2 排出量 

出典:土庄町（土渕海峡）
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3） 将来のエネルギー需要の推計 

基準（2013）年度のエネルギー需要は 1,771TJ で、うち電気の割合は約 29％とな
っています。また、現況（2021）年度のエネルギー需要は 1,353TJ で、うち電気の割
合は同じく約 29％となっています。省エネ及び炭素集約度の低下により、CO2 排出量
は減少傾向にあるものの、エネルギーの転換は進んでいない状況です。 

国立環境研究所の試算に基づく省エネシナリオでは、2030 年にはエネルギー需要が
1,139TJ、2050 年には 822TJ と試算され、うち電気の割合は 2030 年度が約 49％、
2050 年が約 70％とエネルギーの転換が進んでいくものと予測されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4） 脱炭素シナリオ（対策時） 

脱炭素シナリオは、上記省エネシナリオに加え、可能な限りの再エネ導入、更なる省
エネの取組（省エネ行動など）を行ったシナリオです。 

2050 年にカーボンニュートラルを達成するためには、化石燃料の使用を減らし、再
エネへの転換が必要です。さらに、各施策を検討・導入して CO2 排出量を削減し、それ
でも残る CO2 排出量を、森林吸収量や J クレジット、再エネ電気の調達等により相殺す
ることが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

エネルギー需要の推計結果 

森林による吸収量 

脱炭素シナリオのイメージ 
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（5） 将来ビジョン 

土庄町が目指す再エネに係る将来ビジョンは「第７次土庄町総合計画」に掲げる「ゼ
ロカーボンアイランド」の理念や土庄町地球温暖化対策実行計画策定委員会での意見等
を踏まえ、以下のとおりとします。 

 
 再エネ（太陽光・木質バイオマス）の活用 

 家庭部門・産業部門等の省エネの推進 

 運輸部門のエネルギー転換・省エネの推進 

 他地域との連携・環境意識の醸成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

土庄町の将来ビジョン 
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（6） 再エネ導入及び省エネ推進の目標 

再エネ導入目標は、将来ビジョン及び脱炭素シナリオを念頭に、REPOS から推定さ
れる地域の再エネ導入ポテンシャル、人口動態、省エネを見込んだ将来のエネルギー消
費量、及び計画の実現可能性を踏まえて設定しました。 

国の温暖化対策計画及びエネルギー基本計画の見直し状況等を踏まえ、2030 年度の
中期目標と 2050 年の⾧期目標を設定しました。 

土庄町の再エネ最大限導入に係る施策を前述の各種施策の中から絞り込んだ結果、
「太陽光発電設備」が有力であることから、その具体的な取組内容、追加省エネ施策の
取組内容、行動変容の取組内容を下表に示します。 

 
 
 

項 目 取組内容 
想定発生 

エネルギー量 
（MWh/年） 

CO2 削減量 
（t-CO2/年） 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー 

太
陽
光
発
電
設
備 

公共施設 
・2030 年: 200 kW 公共施設の 10 施設に導入 254 138 

・2050 年: 600 kW 公共施設の 100%に導入 
（2040 年度までに 30 施設導入） 762 415 

家庭部門 
（住宅） 

・2030 年: 1,050 kW 5kW×210 戸 
（戸建て世帯の約 5％に導入） 1,260 685 

・2050 年: 13,300 kW 5kW×2,660 戸 
（戸建て世帯の約 70％に導入） 15,962 8,683 

産業・業務その他 
（工場・事業所・

倉庫等） 

・2030 年: 1,410 kW 導入ポテンシャルの 3%に導入 1,791 974 

・2050 年: 28,200 kW 導入ポテンシャルの 60%に導入 35,820 19,486 

荒廃農地 
(再生利用困難) 

・2030 年: kW  0 0 

・2050 年: 20,600 kW 導入ポテンシャルの 15%に導入 26,166 14,234 

廃棄物発電 
・2030 年: kW  0 0 

・2050 年: 220 kW 町内で発生する廃棄物を有効利用 1,477 803 

木質バイオマス発電 
・2030 年: kW  0 0 

・2050 年: 40 kW CHP(熱電併給ｼｽﾃﾑ) 40kW×1 台 274 149 

合 計 
2030 年 2,660 kW  3,305 1,798 

2050 年 62,960 kW  80,461 43,771 

 
  

再エネ導入 取組内容 
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項 目 取組内容 

省
エ
ネ
シ
ナ
リ
オ
（
抜
粋
） 

産業部門 

製造業 ・高性能ボイラー   :2030 年 61%、2050 年 100％に導入 
・産業用ヒートポンプ :2030 年 38%、2050 年 100％に導入 
・インバータ制御   :2030 年 35%、2050 年 48％に導入 
・産業用モーター   :2030 年 40%、2050 年 100％に導入 
・熱供給の電化・脱化石化（化石燃料→電力、バイオマス） 

建設業・鉱業 

農林水産業 

業務 
その他部門 

高断熱建築物の定着 
ZEB 基準の断熱建築物 

・2030 年:事業所の 20％に導入 
・2050 年:事業所の 70％に導入 

エアコン暖房の普及 ・2030 年:事業所の 71％に導入 
・2050 年:事業所の 97％に導入   

電気ヒートポンプ給湯器の普及 ・2030 年:事業所の 39％に導入 
・2050 年:事業所の 92％に導入 

LED 照明の普及 ・2050 年:事業所の 100％に導入 

家庭部門 

高断熱住宅の定着 
ZEH 基準の断熱住宅 

・2030 年:住宅の 10％に導入 
・2050 年:住宅の 40％に導入 

エアコン暖房の普及 ・2030 年:世帯の 49％に導入 
・2050 年:世帯の 80％に導入 

電気ヒートポンプ給湯器の普及 ・2030 年:世帯の 37％に導入 
・2050 年:世帯の 78％に導入 

LED 照明の普及 ・2050 年:住宅の 100％に導入 

運輸部門 EV 導入 ・2030 年:乗用車の 37％、貨物車の 32％が EV 
・2050 年:乗用車の 98％、貨物車の 84％が EV 

 
 
 

項 目 取組内容 CO2 削減量 
（t-CO2/年） 

そ
の
他 

CN 環境教育等 

・省エネ行動に取り組むことによって得られるメリット（経済性、魅力向上、
将来世代の負担軽減など）の情報発信を行います。 

・情報発信や教育の方法について世代や属性等に合わせたコンテンツや 
方法を検討し、効果的となるよう工夫します。 

－ 

・2030 年:行動変容を世帯の 60%が実施 4,078 

・2050 年:行動変容を世帯の 90%が実施 3,497 

合計 
2030 年 4,078 

2050 年 3,497 

  

省エネ導入 取組内容 

行動変容 取組内容 
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前述の再エネ導入とその他の施策を確実に実施することにより、下図に示す脱炭素シ
ナリオを達成し、将来ビジョンの実現が可能となります。 

2050 年を見ると、BAU シナリオでは CO2 排出量約 78.5 千 t-CO2、省エネシナリオ
では約 50.0 千 t-CO2、再エネ導入、追加の省エネ、行動変容策を実施した脱炭素シナ
リオでは約 2.8 千 t-CO2 となり、様々な施策を実施したうえで残る CO2 排出量は、森
林吸収量の活用によって相殺し、2050 年カーボンニュートラルを達成する見込みです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

脱炭素シナリオ 
※四捨五入のため合計と内訳の数値が一致しない場合がある。 
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（7） 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 

1） 区域の各部門・分野での対策とそのための施策 

土庄町では、自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の削減等の施策を推進し
ます。特に、地域の事業者・住民との協力・連携の確保に留意し、地域の事業者・住民
の意見を広く施策に反映し、公共施設等の総合管理やまちづくりの推進と合わせて、再
エネ等の最大限の導入・活用とともに、徹底した省エネの推進を図ることを目指します。 

 

2） 再生可能エネルギー（太陽光発電設備）の導入推進 

公共施設への太陽光発電設備の導入 

公共施設への太陽光発電設備の導入に当たっては、事業採算性を考慮するとともに、
「BCP 施設や避難所のレジリエンス強化」を図るため、蓄電池、V2X と EV などを組み
合わせて導入することを検討します。 

導入可能な公共施設は 30 施設あり、2030 年までに 10 施設に、2040 年までに残り
の施設にすべての導入を目標とします。 

 
 
 

項 目 内 容 

設備容量 
2030 年度:200kW（1 施設あたり 20kW×10 施設） 

2040 年度:600kW（1 施設あたり 20kW×30 施設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

再エネ事業導入概要（公共施設への太陽光発電設備の導入） 
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民間施設（住宅・建築物）への太陽光発電設備の導入 

民間施設への太陽光発電設備の導入に当たっては、補助事業を実施し導入を支援、加
速させることを検討します。また、民間施設においては電気の有効利用（夜間の利用な
ど）を図るため、蓄電池、V2X と EV を組み合わせて導入することを検討します。 

 
 
 

項 目 内 容 

設
備
容
量 

①家庭部門（住宅） 
2030 年度: 1,050kW（5kW/戸×210 戸） 

2050 年度:13,300kW（5kW/戸×2,660 戸） 

②産業・業務その他部門 
（工場・事業所・倉庫等） 

2030 年度: 1,410kW（導入ポテンシャルの 3％） 

2050 年度:28,200kW（導入ポテンシャルの 60％） 

私たちに 
できること 

住民 
事業者 

• 住宅や事業所への太陽光発電設備を導入します。また、
あわせて蓄電池の導入も検討します。 

町 

• 住民や事業者による太陽光発電設備、蓄電池の導入を促
進するため、教育などの啓発活動に取り組みます。 

• 設備の導入に際して必要となる、補助制度や導入モデル
などに関する情報発信を行います。 

 
 

土地系（荒廃農地）への太陽光発電設備の導入 

農業政策との整合を図りながら、太陽光発電設備の導入を推進していくこととします。 
また、農業以外の収入増を、２次（食品加工）・３次（流通・販売）産業への投資へ

と促し、新たな産業の促進と経済の活性化につながるように推進していくこととします。 
 
 
 

項 目 内 容 

設備容量 
2030 年度:   －  kW 

2050 年度:20,600kW（導入ポテンシャルの 15%） 

私たちに 
できること 

住民 
事業者 • 太陽光発電設備の導入を推進します。 

町 

• 設備導入を促進するため、土地所有者への広報や普及啓
発活動を実施します。 

• 発電設備の設置を希望する事業者と、土地所有者との調
整、事業者と需要家のマッチングを行います。 

  

再エネ事業導入概要（民間施設への太陽光発電設備の導入） 

再エネ事業導入概要（土地系への太陽光発電設備の導入） 



地球温暖化対策実行計画  土庄町 

- 48 - 
 

3） 行動変容（省エネ行動の推進） 

施策概要 

行動変容による省エネ行動の推進に当たっては、幅広い世代の住民それぞれを対象と
した周知・広報・環境教育を行い、一人ひとりの省エネ行動を推進します。 

 
 

項 目 内 容 

環境教育 

・ 住民を対象とした環境教育の実施 
⇒ パンフレット等の配布 
⇒ 環境省等の学習コンテンツやアプリの活用 
⇒ セミナー、勉強会等の開催 
⇒ 出前授業の実施 
⇒ 住民との協働取組           等 

私たちに 
できること 

住民 ・ 一人ひとりが省エネ行動（デコ活）に取り組みます。 

事業者 ・ 従業員に対して教育を実施し、環境保全意識の向上に努めます。 

町 

・ 町広報（広報とのしょう）の発行（月１回）、ホームページでの
広報活動を実施していきます。 

・ 効果的に行動変容を促すために、環境省等の既設コンテンツや行
動経済学に基づくナッジを活用した環境教育を実施します。 

 

4） 2050 年までの脱炭素社会を見据えた計画（ロードマップ） 

2050 年のカーボンニュートラル達成に向けてのロードマップは以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

行動変容（省エネ行動の推進）の概要 

2050 年までの脱炭素社会を見据えた計画（ロードマップ） 
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3. 地域気候変動適応計画 

（1） 適応策とは 

気候変動の影響は、気温上昇による農作物への影響や、過去の観測を上回るような短
時間強雨、台風の大型化などによる自然災害、熱中症搬送者数の増加といった健康への
影響など私たちのくらしの様々なところに既に現れています。 

「緩和策」と呼ばれる温室効果ガスの排出量を減らす努力などに加えて、すでに起こ
りつつある気候変動の影響への「適応策」を施していくことが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

人間社会や自然の生態系が危機に陥
らないためには、実効性の高い温室効
果ガス排出削減の取組を行っていく
必要があります。温室効果ガスの排出
抑制に向けた努力が緩和策です。 

緩和策とは 
緩和を実施しても温暖化の影響が避
けられない場合、その影響に対して自
然や人間社会のあり方を調整してい
くことが、適応策です。 

適応策とは 

「２つの気候変動対策」 
どちらも欠かせません 
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（2） 土庄町の気候の変化 

1） 年平均気温 

土庄町の年平均、最低、最高気温は短期的な変動を繰り返しながら上昇しており、⾧
期的には年平均気温において、100 年あたり約 4.4℃の割合で上昇しています(41 年分
の観測結果に基づき算出)。 

 
 

【統計評価】:有意差あり 
 観測値 
 中央移動平均(5 年) 
 トレンド(傾き: 0.01) 
 欠測値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

× 

年平均気温の推移（内海） 
出典:国立環境研究所による気象庁提供「過去の気象データ」の解析結果をもとに作成 

予 測 

日平均気温の推移予測（土庄町） 

出典:以下を基にした A-PLAT WebGIS データ 
石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候 
シナリオデータ,Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター,  
oi:10.17595/20200415.001 

厳しい温暖化対策をとらない
場合（RCP8.5 シナリオ） 
21 世紀末(2081 年～2100 年)
には現在(1981 年～2000 年)
よりも年平均気温が約 4.6℃高
くなると予測されています。 

パリ協定の「２℃目標」が達成
された状況下であり得るシナ
リオ（RCP2.6 シナリオ） 
21 世紀末(2081 年～2100 年)
には現在(1981 年～2000 年)
よりも年平均気温が約 2.0℃高
くなると予測されています。 
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2） 猛暑日 

猛暑日（日最高気温が 35℃以上）の年間日数については、100 年あたり約 2.2 日の
割合で上昇しています(41 年分の観測結果に基づき算出)。 

 
 

【統計評価】:有意差あり 
 観測値 
 中央移動平均(5 年) 
 トレンド(傾き: ―) 
 欠測値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

× 

猛暑日日数の推移（内海） 
出典:国立環境研究所による気象庁提供「過去の気象データ」の解析結果をもとに作成 

猛暑日の推移予測（土庄町） 
出典:以下を基にした A-PLAT WebGIS データ 

石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候 
シナリオデータ,Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター,  
oi:10.17595/20200415.001 

予 測 
厳しい温暖化対策をとらない
場合（RCP8.5 シナリオ） 
基準年(1981～2000 年の平
均)と比べ猛暑日が 100 年間で
年間約 32 日増加、真夏日が約
56 日増加すると予測されてい
ます。 

パリ協定の「２℃目標」が達成
された状況下であり得るシナ
リオ（RCP2.6 シナリオ） 
猛暑日が 100 年間で年間約 6
日増加、真夏日が約 22 日増加
すると予測されています。 

※100 年後の値は 2081～2090、2091～2100 年の平均を用いています。 
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3） 海水温 

日本近海における 2019 年までのおよそ 100 年間にわたる上昇率は、+1.14℃/100
年となっており(信頼水準 99％で統計的に有意)、世界平均の上昇率(+0.55℃/100 年)
よりも大きく、日本の気温の上昇率(+1.24℃/100 年)と同程度の値となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

日本近海の海域平均海水温（年平均）の上昇率（℃/100 年） 
出典:日本の気候変動 2020 

予 測 

凡例 

温度差 

出典:Nishikawa et al. (2021), Development of high-resolution future ocean regional projection 
datasets for coastal applications in Japan. Progress in Earth and Planetary Science, 8:7,  
https://doi.org/10.1186/s40645-020-00399-z 

RCP8.5 シナリオ RCP2.6 シナリオ 

海面水温（年平均）基準期間との差＜基準期間は 1991～2005 年＞ 
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（3） 香川県の気候変動適応策 

県の「既に現れている又は予測される温暖化の影響」と、「その影響に対する施策」
については、下記の通りです。 

 

1） 農業・林業・水産業 

項目 既に現れている又は 
予測される温暖化の影響 その影響に対する施策 

水稲 

・ 出穂期・成熟期の気温上昇による品質
の低下(白未熟粒の発生、一等米比率
の低下) 

・ 気温上昇による出穂期・成熟期の早進
化傾向 

・ 収量は 21 世紀半ばまでは増加傾向に
あるが、21 世紀末には減少に転じ、
品質は低下 

・ 地球温暖化に対応できる県オリジナ
ル品種の開発 

 「おいでまい」の栽培 

野菜等 

・ 高温・多雨等によるレタス、ブロッコ
リー等葉菜類の定植作業の遅れ、生育
不良や生理障害の発生 

・ 夏季の高温によるイチゴの花芽分化
遅延 

・ 夏季の高温による花きの生育不良 

・ 葉菜類では、気温上昇による生育の早
期化・栽培成立地域の北上・CO2 濃
度の上昇による重さ増加 

・ 果菜類（トマト、パプリカ）では、気
温上昇による果実の大きさ、収量への
影響の懸念 

・ 地球温暖化に対応できる県オリジナ
ル品種の開発 

 イチゴ「さぬき姫」の栽培 

・ 夏場の高温を回避する技術や、ミニト
マト、カーネーション等の対象品目の
可販収量を向上させる技術体系の構
築・実証 

果樹 

・ ブドウの着色不良、カンキツの浮皮・
生理落果等の品質低下等 

・ 栽培適地の変化（ウンシュウミカンで
は栽培適地の減少、亜熱帯果樹では栽
培適地の増加） 

・ ブドウ・モモは高温による生育障害 

・ ニホンナシは 21 世紀末には沿岸域を
中心として低温要求量が高い品種の
栽培困難地域拡大 

・ 地球温暖化に対応できる県オリジナ
ル品種の開発 

 ブドウ「シャインマスカット」の栽
培 
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項目 既に現れている又は 
予測される温暖化の影響 その影響に対する施策 

麦、大豆、 
飼料作物等 

（小麦） 
・ 生育期間の短縮 
（小麦、大豆） 
・ 気温上昇による生育期間の短縮、減収 
（飼料作物） 
・ 夏季の高温等による飼料作物の収

量・品質の低下 
・ 飼料用トウモロコシでは、2080 年代

には関東地域から九州地域にかけて
二期作栽培適地の拡大 

（麦） 
・ 安定・多収栽培技術の確立 

畜産 

・ 暑熱による家畜（牛、豚、鶏）の生育
低下や肉質・乳量・乳成分・産卵率等
の低下 

・ 温暖化とともに家畜の成⾧への影響
が増大 

・ 乳用牛では高温だけではなく高湿度
になることで生産性への負の影響が
増大する可能性 

・ 暑熱対策に要するコスト増加 

・ 高温時期の飼養管理に関する指導や、
暑熱対策に関する情報提供の実施 
 乳用牛の暑熱対策 

病害虫 
・ 

雑草等 

・ ネギやタマネギのべと病等の病害の
多発 

・ レタス、ニンニクにおける白絹病（高
温性の病害）の増加 

・ 病害虫の分布域の拡大・北上、発生量
の増加 

・ 雑草の定着可能域の拡大・北上 

・ 病害虫の発生を予察し、これに基づく
情報提供の実施 

・ 農業生産 

農業生産基盤 

・ 降雨強度の増加による農業生産基盤
への影響 

・ ため池管理では、少雨の頻度増加によ
る用水不足の発生 

・ 排水機場管理では、大雨・洪水による
年間ポンプ運転時間の増大・拡大 

・ 低標高の水田での湛水時間⾧期化、極
端な降雨の頻度や強度の増加に伴う
地すべり等の斜面災害の多発による
農地への影響 

・ 台風勢力増大による河口低平農地の
高潮災害危険性の増加の懸念 

・ 大雨注意報の増加によるため池管理
労力の増加、大雨時のため池水位が設
定された洪水位を超過する可能性の
増加 

・ 農業用水路やため池等の設計に用い
る確率降雨量の定期的な更新 
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項目 既に現れている又は 
予測される温暖化の影響 その影響に対する施策 

木材生産 
(人工林等) 

・ 高齢級化が進むスギ・ヒノキ人工林に
おける風害増加の懸念 

・ 森林の多面的機能の維持増進を図り、
健全な森林を造成するため、森林所有
者が行う植栽、間伐等森林整備への補
助や県産木材の利用の促進 

特用林産物 
(きのこ類等) 

・ シイタケの原木栽培において、夏場の
気温上昇による病害菌の発生、子実体
（きのこ）発生量減少の懸念 

・ 特用林産物の生産等の実態把握 

増養殖等 

（海面養殖業） 

・ 高水温やクロダイの活動期間延⾧に
よる食害で養殖ノリの収穫量減少 

・ 養殖ハマチでは適水温期間の⾧期化
による収量増加 

・ 高水温を好む魚類の成⾧促進の一方、
高水温に比較的弱い魚へのストレス
の増加 

・ 夏季の水温上昇により、対象種によっ
ては養殖に不適になる海域の発生 

・ ノリ養殖では、漁期の短縮（育苗開始
時期の遅れによる摘採回数減少）・収
量低下の懸念 

（回遊性魚介類以外の海面漁業） 

・ 漁獲対象魚種の分布域の変化 

・ 海水温上昇などの海域環境に対応し
た養殖技術の開発・普及 

・ 海水温等の海洋環境のモニタリング
調査の実施 

 
  



地球温暖化対策実行計画  土庄町 

- 56 - 
 

2） 水環境・水資源 

項目 既に現れている又は 
予測される温暖化の影響 その影響に対する施策 

湖沼 
・ 

ダム湖 

・ 富栄養ダム湖の増加 

・ 無降水日の増加により、河川水量とと
もにダムへの流入量が減少し、渇水が
深刻化する時期には水質悪化の懸念 

・ 水質の常時監視 

・ 家庭や工場事業場からの汚濁負荷の
削減対策 

河川 

・ 水温の上昇傾向が確認されている 

・ 短期集中降雨の増加が確認されてい
る 

・ 水温上昇に伴う DO（溶存酸素）の低
下等 

・ 強い台風の発生割合の増加等による
浮遊砂量・土砂生産量の増加 

・ 無降水日の増加により、河川水量が減
少し、渇水が深刻化する時期には水質
悪化の懸念 

沿岸域及び 
閉鎖性海域 

・ 水温の上昇傾向（人為的な影響を受け
た測定点含む） 

・ 海面温度の上昇 

・ 瀬戸内海では、水温の上昇により栄養
塩類濃度が、夏季は表層で上昇傾向・
冬季は低下傾向となる可能性の増加 

・ 海面上昇に伴う沿岸域の塩水遡上域
拡大の懸念 

水供給 
(地表水) 

・ 無降雨・少雨による給水制限、香川用
水の取水制限 

・ 渇水の深刻化に伴う水需要・供給のミ
スマッチによる水道水、農業用水、工
業用水等への影響 

・ 維持用水（渇水時にも維持すべき流
量）等への影響 

・ 海面水位の上昇による河川河口部に
おける海水（塩水）遡上による取水支
障等の懸念 

・ 渇水による取水制限の頻発化や⾧期
化に備えるため、水資源施設の整備や
既存施設の効率的な活用 

・ 渇水時の緊急水源確保の補助 

・ 森林の多面的機能（水源の涵養等）の
維持増進を図るため、森林所有者等に
よる植栽、間伐等森林整備や県産木材
の利用の促進 

・ 都市用水などの安定供給機能を併せ
持つダムの計画的建設 

・ 地下水の保全及び適正利用の推進（地
下水位の継続観測、水質の常時監視、
利用状況の把握、揚水量の自主規制
等） 

水供給 
(地下水) 

・ 海面水位の上昇による地下水の塩水
化の懸念 
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3） 自然生態系 

項目 既に現れている又は 
予測される温暖化の影響 その影響に対する施策 

里地 
・ 

里山生態系 

・ モウソウチク、マダケの分布適地の高
標高への拡大 

・ ブナ、アカガシ、モミなどの分布適地
縮小 

・ 里山林の多面的機能の維持増進を図
るため、森林所有者等が行う放置され
た竹林や藪化した広葉樹林の整備、里
山森林資源の利活用への支援 

人工林 

・ スギ林の衰退 

・ 現在より 3℃気温上昇で、年間の蒸散
量が増加し、特に年間降水量が少ない
地域では、スギ人工林の脆弱性増加 

・ 森林の多面的機能の維持増進を図り、
健全な森林を造成するため、森林所有
者等が行う植栽、間伐等森林整備への
補助や県産木材の利用の促進 

野生鳥獣 
による影響 

・ ニホンジカ、イノシシの分布域拡大
（ニホンジカの増加は複合的な要因
が指摘されている） 

・ ニホンジカの分布拡大に伴う植生へ
の食害・剥皮被害等の影響 

・ ニホンジカは、冬季の気温上昇による
生息密度増加の懸念 

・ 森林所有者等が行うニホンジカによ
る人工林の幼齢木の食害や皮はぎの
被害を防止するための防護柵設置等
への支援 

分布 
・ 

個体群の変動 

・ 分布域やライフサイクルの変化等に
よる種の絶滅の懸念 

・ 侵略的外来種の侵入の懸念 

・ 侵略的外来種の確認状況等の情報収
集等 

 
  



地球温暖化対策実行計画  土庄町 

- 58 - 
 

4） 自然災害・沿岸域 

項目 既に現れている又は 
予測される温暖化の影響 その影響に対する施策 

洪水 
内水 

・ 大雨事象の頻度増加、短時間降雨の強
度増大 

・ 平成 30 年 7 月豪雨では、地球温暖化
に伴う気温の上昇と水蒸気量の増加
が寄与したと考えられ、7 月豪雨をは
じめ台風 19 号、台風 24 号などによ
り、各地で洪水被害や内水氾濫が発生 

・ 洪水や内水被害を起こし得る大雨事
象の増加、浸水被害の増加 

・ 気温上昇に伴う洪水による被害の増
大 

・ 気候変動等による洪水被害等を軽減
するため、計画的・効率的な河川改修
や治水機能と利水機能を有するダム
建設など、ハード対策を推進 

・ 近年全国各地で頻発、激甚化する水災
害に対し、「施設では防ぎきれない大
洪水は発生するもの」との考えに立
ち、「逃げ遅れゼロ」を実現するため、
水害リスク情報の共有や、住民の避難
確保体制の整備といったソフト対策
の充実・強化 

・ 行政と住民等の連携の下に、迅速かつ
経済的な浸水対策を推進するため、浸
水シミュレーション等による浸水リ
スク評価に応じたきめこまやかな対
策目標と、既存施設を最大限活用した
対策等による浸水対策の実施 

 防災対策 
(ハザードマップの作成) 
(かがわ防災 Web ポータルによる
情報提供) 

海面水位の 
上昇 

・ 日本周辺の海面水位が上昇傾向 

・ 高潮・高波による被災リスクの増大 

・ 河川や沿岸の人工物の機能低下、沿岸
部の水没・浸水、港湾・漁港機能への
支障、干潟・河川の感潮区間の生態系
への影響の懸念 

・ 海面上昇や台風の強大化による高
潮・高波、海岸侵食が懸念されること
から、影響度を検討のうえ、海岸整備
の実施 

・ 近年全国各地で頻発、激甚化する水災
害に対し、「施設では防ぎきれない大
洪水は発生するもの」との考えに立
ち、「逃げ遅れゼロ」を実現するため、
水害リスク情報の共有や、住民の避難
確保体制の整備といったソフト対策
の充実・強化 

 防災対策 
(ハザードマップの作成) 
(かがわ防災 Web ポータルによる
情報提供) 

高潮 
・ 

高波 

・ 海面水位の上昇により、高潮の浸水リ
スクの増加 

・ 海面水位の上昇、台風や冬季の発達し
た低気圧の強大化により、高潮・高波
の危険性が増大し、河川の取水施設や
海岸の堤防・護岸等構造物の安全性確
保の懸念 

海岸浸食 ・ 海面水位の上昇による海岸が浸食さ
れる可能性の増加 
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項目 既に現れている又は 
予測される温暖化の影響 その影響に対する施策 

土石流 
・ 

地すべり等 

・ 土砂災害、深層崩壊、同時多発型表層
崩壊・土石流、土砂・洪水氾濫による
大規模土砂災害の発生 

・ 降雨強度の大きい大雨、その降雨強度
の⾧時間化、総雨量の大きい大雨等に
より、集中的な崩壊・がけ崩れ・土石
流等の頻発、被害の拡大 

・ 土砂・洪水氾濫の発生頻度の増加 

・ 森林域で極端な大雨が発生すること
による流木被害の増加 

・ 森林の多面的機能（土砂流出防止等）
の維持増進を図るため、森林所有者等
が行う植栽、間伐等森林整備や県産木
材の利用の促進 

・ 山地災害の防止を図るため、治山施設
の整備、荒廃地等の復旧整備 

・ 気候変動等による土砂災害などの自
然災害を防止・軽減するため、砂防事
業などによる災害予防施設の整備な
ど、ハード対策を推進 

・ 近年全国各地で頻発、激甚化する水災
害に対し、「施設では防ぎきれない大
洪水は発生するもの」との考えに立
ち、「逃げ遅れゼロ」を実現するため、
水害リスク情報の共有や、住民の避難
確保体制の整備といったソフト対策
の充実・強化 

 防災対策 
(ハザードマップの作成) 
(かがわ防災 Web ポータルによる
情報提供) 
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5） 健康 

項目 既に現れている又は 
予測される温暖化の影響 その影響に対する施策 

暑熱 

・ 熱中症救急搬送人員、医療機関受診者
数、熱中症死亡者数の増加 

・ 高齢者の熱中症救急搬送人員が多く、
住宅内で多く発症する傾向 

・ 全国では、若・中年層では、屋外での
労働時・スポーツ時に発症することが
多い 

・ 気温上昇により心血管疾患による死
亡者数増加、暑熱による高齢者の死亡
者数増加 

・ 暑熱による超過死亡者数増加 

・ 暑さ指数（WBGT）の上昇、これに伴
い屋外労働可能時間の短縮、屋外での
激しい運動に厳重警戒が必要となる
日数の増加 

・ 日傘の利用や室内温度上昇の抑制効
果のある緑のカーテンの設置などの
予防法及び対処法の周知による熱中
症対策の普及啓発 

・ 教職員向けの熱中症対策研修等の実
施 

・ 遠足や課外活動等における熱中症対
策用機器の貸出 

・ 気候変動による暑熱・健康等への影響
に関する研究の実施 

 熱中症対策 
(リーフレット等の配布による予
防・対処法に関する普及啓発) 
(熱中症警戒アラートの活用) 

 緑のカーテン普及事業 

感染症 

・ 水系・食品媒介性感染症の拡大の懸念 

・ 蚊媒介感染症の発生リスク拡大の懸
念 

・ 蚊の発生状況等定点モニタリング調
査の実施 

・ ダニ媒介感染症・蚊媒介感染症の啓発 

温暖化と 
大気汚染の 
複合影響 

・ 気温上昇による生成反応の促進等に
より、粒子状物質を含む様々な汚染物
質の濃度が変化 

・ 産業や交通の集中でオキシダント濃
度が高くなっている都市部で、現在の
ような大気汚染が続いた場合、温暖化
によりさらにオキシダント濃度が上
昇し、健康被害増加の懸念 

・ 大気汚染常時監視、有害大気汚染物質
調査、排出基準の遵守状況監視等 

・ 光化学オキシダントによる健康被害
を防止するため夏季対策期間を設け
て監視体制を強化し、迅速な注意報等
の発令など光化学オキシダントによ
る健康被害の防止 
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6） 産業・経済活動 

項目 既に現れている又は 
予測される温暖化の影響 その影響に対する施策 

産業 
・ 

経済活動 
 

製造業 
商業 

金融・保険 
観光業 
建設業 
医療 

・ 全国では、大規模な自然災害により、
工場・事務所等の破損等による操業の
停止、売上の減少、原材料の供給停止
など様々な被害が発生 

・ 全国では、自然災害とそれに伴う損害
保険の支払額が著しく増加 

・ 全国では、過去 5 年間（2015-2019
年）の職場における熱中症による死亡
者数・死傷者数は建設業が最大 

・ 全国では、医療機関においても洪水に
よる浸水被害が発生 

・ 平均気温の変化は、企業の生産過程、
生産物の販売、生産施設の立地などに
直接的、物理的な影響を及ぼすととも
に、生産技術の選択、生産費用など経
営環境等にも影響を及ぼす懸念 

・ 気候変動の影響により生じた新たな
需要が、ビジネス機会の創出となる可
能性 

・ 自然災害とそれに伴う保険損害が増
加し、保険金支払額の増加、再保険料
の増加 

・ 担保資産への損害や気象の変化によ
る経済コストの上昇などの脅威があ
る一方、適応事業融資、天候デリバテ
ィブの開発などの新たなビジネス機
会となる可能性 

・ 夏季の観光快適度低下、春季・秋～冬
季の観光快適度上昇 

・ セミナー等により地球温暖化の影響
等に関する情報提供を行い、事業活動
における適応策を促進 

・ BCP（事業継続計画）の策定運用促進 

・ 金融機関や関係団体等と連携体制を
構築し、事業者の ESG（環境配慮型）
の投資を促進 

・ 外国人観光客向け防災マニュアルの
作成等、災害に備えた観光客受入環境
の整備 

・ 県発注工事（建築工事除く）において、
現場での熱中症対策で必要となる経
費の適切な計上の実施 
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7） 県民生活・都市生活 

項目 既に現れている又は 
予測される温暖化の影響 その影響に対する施策 

都市インフラ、 
ライフライン等 

・ 豪雨や台風による水道インフラ、鉄道
施設への影響、道路のアンダーパス部
等の冠水被害、道路に隣接する土砂災
害等 

・ 渇水による水道インフラへの影響 

・ 電力インフラについて、台風や海面水
位の上昇、高潮・高波による発電施設
への直接的被害や、冷却水として利用
する海水温上昇による発電出力の低
下 

・ 水道インフラについて、河川の微細浮
遊土砂の増加による水質管理への影
響の懸念 

・ 交通インフラに関して、道路のメンテ
ナンス、改修、復旧に必要な費用の増
加 

・ 気象災害に伴って廃棄物の適正処理
に影響が生じる、洪水氾濫により災害
廃棄物が発生する懸念 

・ 水道水の安全性や給水の確実性を確
保するため、香川用水を含む水道施設
の更新・耐震化等を支援 

・ 香川用水で事故が発生した場合、宝山
湖を活用して断水を回避 

・ 一定規模以上の建築物に対して、雑用
水利用施設（排水再利用施設、雨水等
利用施設及び下水処理水の再生水を
利用するために必要な配管、ポンプ等
の施設）の設置を指導 

・ 危機的な渇水時に地下水を生活用水
（トイレなどの雑用水）として活用す
るため、井戸情報のデータベース化 

・ 災害時等における大規模停電発生時
にも重要給水施設への給水が可能と
なるよう施設整備等（非常用発電機の
整備）の実施を検討 

・ 近年の激甚化、頻発化する災害に備
え、重要インフラが災害時にしっかり
と機能が維持できるように、道路法面
対策や路面冠水対策等の実施 

・ 災害時にも廃棄物の適正処理に影響
が生じないよう、災害廃棄物処理体制
の充実・強化を図るため、災害廃棄物
処理広域訓練事業を実施 

文化・歴史 
などを感じる 

暮らし 

・ ソメイヨシノの開花日の早まり、イロ
ハカエデの紅葉日の遅れ等動植物の
生物季節の変化 

・ サクラの開花から満開までに必要な
日数の短期化、それに伴う花見期間の
減少、サクラを観光資源とする地域へ
の影響の懸念 

・ ナンコウウメの開花期間について、
3℃の気温上昇により自然受粉に影
響が生じ、開花期間が短縮される懸念 

・ サクラの開花予想等、状況に合わせて
イベント期日を変更する等、生物季節
の変化に合わせた対応策等の実施 
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項目 既に現れている又は 
予測される温暖化の影響 その影響に対する施策 

暑熱による 
生活への影響等 

・ 地方の中小都市においても、気温の上
昇にヒートアイランド現象による昇
温が加わることで熱ストレスが増大
し、熱中症リスクが増加 

・ ヒートアイランドと気候変動による
昇温の重なりにより、気温は引き続き
上昇を続ける可能性の増加 

・ 気 温 上 昇 に 伴 い 体 感 指 標 で あ る
WBGT（暑さ指数）も上昇傾向を示す
可能性の増加 

・ 熱ストレスの増加に伴い、だるさ・疲
労感・熱っぽさ・寝苦しさといった健
康影響が現状より悪化 

・ 熱ストレスの増加により労働生産性
の低下 

・ 建物緑化の推進や都市公園等の整備
による都市緑化の推進 

・ （健康分野「暑熱」の再掲） 

・ 日傘の利用や室内温度上昇の抑制効
果のある緑のカーテンの設置などの
予防法及び対処法の周知による熱中
症対策の普及啓発 

・ 教職員向けの熱中症対策研修等の実
施 

・ 遠足や課外活動等における熱中症対
策用機器の貸出 

・ 気候変動による暑熱・健康等への影響
に関する研究の実施 

 熱中症対策 
(リーフレット等の配布による予
防・対処法に関する普及啓発) 
(熱中症警戒アラートの活用) 

 緑のカーテン普及事業 
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（4） 土庄町の気候変動適応策 

土庄町の気候変動適応策は県の適応策を参考に以下のとおりとします。 
 

1） 農業（水稲・果樹） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

既に現れている又は予測される 
温暖化の影響 その影響に対する施策 

・強い日射と高温による日焼け果
の発生、高温が続くことによる着
色不良等が発生 

・大型台風や集中豪雨などによる
倒伏や落果、裂果などの発生 

・果樹は永年性作物のため、過去に
植栽した果樹が気温上昇に適応
できない 

・気温上昇に伴う栽培適地の変化 

・出穂期・成熟期の気温上昇による
品質の低下(白未熟粒の発生、一
等米比率の低下) 

・気温上昇による出穂期・成熟期の
早進化傾向 

・ 日焼け果や着色不良を軽減する
技術や薬剤の普及 

・ 強化柵や防風ネットの導入を推
進 

・ ⾧期的に栽培することを見据え、
気温上昇に対応できる品種の栽
培や栽培方法の開発 

・ 栽培適地の変化に適応する果樹
の栽培（熱帯性作物など）や栽培
方法の情報取集 

・ 温暖化に対応できる品種開発情
報の収集と普及促進 
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2） 自然災害（水害・土砂災害） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3） 健康（暑熱） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

既に現れている又は予測される 
温暖化の影響 その影響に対する施策 

・ 短時間の集中豪雨や大雨の頻度
の増加により河川の洪水や土砂
災害が発生 

・ 大型台風による洪水や土砂災害
の発生 

・ 台風の頻度、強度、経路等、特性
の変化により災害が増加する 

・ 森林域での大雨による流木災害
の発生 

・ ハザードマップの更新と情報提
供 

・ 関係者が一体となって防災訓練
を実施し、防災体制の強化と意識
高揚 

・ 災害発生時の避難誘導案内など
の標識や誘導体制の整備 

・ 山地災害防止機能/土壌保全機能
の維持増進を図る森林の整備及
び保全を推進 

既に現れている又は予測される 
温暖化の影響 その影響に対する施策 

・ 気温上昇による超過死亡の増加
傾向 

・ 気温上昇により心血疾患が増加 

・ 屋外作業、活動への影響（可能時
間の短縮） 

・ 熱ストレスによる労働生産性の
低下 

・ 熱中症予防に対する普及啓発と
情報提供 

・ スマート農業の普及による屋外
作業時間の削減 

・ クーリングシェルター（指定暑熱
避難施設）の利用 
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4） 住民生活（インフラ、ライフライン） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

既に現れている又は予測される 
温暖化の影響 その影響に対する施策 

・ 大雨や大型台風の増加により交
通網の寸断 

・ 交通網の寸断に伴う孤立集落の
発生 

・ 電気・ガス・水道等のライフライ
ンの寸断 

・ 道路交通安全の確保のため情報
収集と連絡体制の整備 

・ 道路利用者に道路施設の異常に
関する情報を的確、迅速に提供す
る 

・ 電気、ガス、水道等、被害を受け
たライフライン施設の復旧を速
やかに実施するよう努める 

出典:土庄町（肥土山農村歌舞伎）
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4. 事務事業編 

（1） 基本的事項 

1） 目的 

土庄町では、『地球温暖化対策の推進に関する法律』に基づき、庁内の省エネ・省資
源、廃棄物の減量化などに関わる取組を推進し、温室効果ガス排出量を削減することを
目的に、「土庄町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（以下、「土庄町エコオフ
ィス計画」という。）を策定し、取組を推進していきます。土庄町では、第１次計画と
して平成 19 年 3 月に地球温暖化防止に向けた取組を進めるための「土庄町エコオフィ
ス計画」を策定し、第 2 次計画を平成 24 年に、3 次計画を平成 29 年に、4 次計画を
令和４年に策定しました。今回策定する計画が第５次土庄町エコオフィス計画となりま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2） 計画期間 

令和 7（2025）年度から令和 12（2030）年度の６年間を計画期間とします。本計画
の基準年度は、平成 25（2013）年度とします。ただし、技術の進歩及び状況の変化等
を踏まえて適時見直しを行うこととします。 

 

3） 対象範囲 

「土庄町エコオフィス計画」の対象範囲は、土庄町役場の全事業拠点の事務及び事業
とします。ただし、包括委任等の民間委託して行う事業は含まないものとします。 

 

4） 対象とする温室効果ガス 

地球温暖化対策推進法の対象とする温室効果ガスのうち、排出量の多くを占めている
二酸化炭素（CO2）を対象として取組を推進していきます。 

  

地球温暖化対策の推進に関する法律 第 21 条（抜粋）

第 21 条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、
当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の
削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地方
公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。 

8 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、
単独で又は共同して、これを公表しなければならない。 

10 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行
計画に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を
公表しなければならない。 
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（2） 第 4 次エコオフィス計画の進捗状況 

1） 第 4 次エコオフィス計画の概要 

 計画実施期間:令和 4 年度から令和 8 年度までの 5 年間 
 基準年度:令和 2 年度 
 温室効果ガスの削減目標 6.0％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

参考:香川県ホームページ（ https://www.pref.kagawa.lg.jp/ ）

第 4 次エコオフィス計画策定時の対象施設一覧
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二酸化炭素排出量の算定方法 

二酸化炭素（CO2）排出量  ＝ 活動量 × 排出係数

温室効果ガス総排出量 ＝ Σ（二酸化炭素（CO2）排出量×地球温暖化係数※）

対象となる活動

※中国電力(株)基礎排出係数

算定に用いた排出係数一覧

※
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2） 令和 2 年度実績 

 
 

活動区分 
基準年度（令和２年度） 

活動量 CO2 排出量(kg-CO2) 

電気 2,654,934 kWh 1,489,417 

軽油 58,858 ℓ 151,854 

ガソリン 13,105 ℓ 30,403 

Ａ重油 60,400 ℓ 163,684 

灯油 12,670 ℓ 31,548 

ＬＰガス 2,222 ㎥ 14,665 

計 ― 1,881,571 
 

3） 令和 5 年度実績 

 
 

活動区分 
実績値（令和５年度） 

活動量 CO2 排出量(kg-CO2) 

電気 2,661,193 kWh 1,429,061 

軽油 59,128 ℓ 152,549 

ガソリン 15,087 ℓ 35,001 

Ａ重油 76,860 ℓ 208,291 

灯油 13,499 ℓ 33,613 

ＬＰガス 2,732 ㎥ 18,032 

計 ― 1,876,546 
 

4） 第 4 次計画の評価等 

令和 5 年度の土庄町事務事業に伴う温室効果ガスの削減量は、5,025kg-CO2 となり
ました。 

基準年度比（令和 2 年度）から 0.27％の削減です。温室効果ガス排出量削減目標 6.0％
を下回りました。 

 
  

（令和 2 年度実績）

（令和 5 年度実績）
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 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

電気（kWh） 2,654,934 2,580,184 2,752,762 2,661,193 

軽油（ℓ） 58,858 47,885 63,587 59,128 

ガソリン（ℓ） 13,105 13,355 15,551 15,087 

Ａ重油（ℓ） 60,400 68,750 68,750 76,860 

灯油（ℓ） 12,670 13,895 13,741 13,499 

ＬＰガス（㎥） 2,222 2,502 2,633 2,732 

 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

電気（kg-CO2） 1,489,417 1,370,078 1,456,211 1,429,061 

軽油（kg-CO2） 151,854 123,544 164,055 152,549 

ガソリン（kg-CO2） 30,403 30,984 36,079 35,001 

Ａ重油（kg-CO2） 163,684 186,313 186,313 208,291 

灯油（kg-CO2） 31,548 34,598 34,215 33,613 

ＬＰガス（kg-CO2） 14,665 16,510 17,378 18,032 

総排出量(kg-CO2) 
【増減率（％）】 

1,881,571 
【 0.00】 

1,762,026 
【-6.35】 

1,894,250 
【+0.67】 

1,876,546 
【-0.27】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

エネルギー使用量の推移 

温室効果ガス排出量の推移

温室効果ガス総排出量の推移 
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（3） 温室効果ガス排出量の目標 

1） 方針 

土庄町では、温室効果ガス排出量を削減していくために、次の方針で取り組んでいき
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

基本理念 

基本方針 

土庄町は、自然に恵まれ、住む人や訪れる人々の心をな
ごませ、安らぎと潤いのある空間が町への愛着心の源とな
るかけがえのない財産となっています。 

この豊かな自然を守り育んでいくために、土庄町では、
「土庄町エコオフィス計画」を策定し、温室効果ガスの削
減や省エネ・省資源を推進すると共に、環境法・条例等を
順守します。 

1. 日常的な取組の推進 

職員一人ひとりが事務事業の執行の中で、限りある
資源を有効活用するため、温室効果ガスの削減や、省
エネ・省資源に取り組み、環境法令順守に努めます。 

2. 継続的な改善の実施 

温室効果ガスの排出状況を適切に把握し、継続的な
改善を行いながら、目標の達成に向けた取組を推進し
ていきます。 

3. 取組の公表 

温室効果ガス排出量の実態及び取組成果等を、町内
外に広く公表し、町民・事業者への率先垂範となるこ
とを目指します。 

令和 4年 3 月 31 日 土庄町長 岡野 能之
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2） 目標 

土庄町は、計画期間中に、役場の庁舎等の施設から出る温室効果ガス総排出量を、令
和 12 年度までに、52％削減します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

各年度の温室効果ガス排出量の実績と目標の達成状況は、計画の進行管理の項に示す
ように、適宜、情報公開していきます。 

 
 
 

活動区分 
基準年度（平成 25 年度） 実績値 

活動量 CO2 排出量(kg-CO2) 

電気 3,313,946 kWh 2,412,552 

軽油 61,578 ℓ 158,871 

ガソリン 24,790 ℓ 57,512 

A 重油 188,815 ℓ 511,689 

灯油 29,736 ℓ 74,043 

LP ガス 6,416 ㎥ 42,347 

計 ― 3,257,014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

基準年度（平成 25 年度）における温室効果ガス排出量

土庄町は、 
計画期間中の温室効果ガス総排出量を 5２％削減します。 

目標 

 

削減目標 
52％ 

3,257,014 kg-CO2 1,563,367 kg-CO2  
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（4） 計画期間 

1） 取組の基本方針 

温室効果ガス排出量削減目標の達成に向け、次の基本方針に則り、職員一人ひとりが
日常業務の中で主体的に取組を実践します。 

 

基本方針１ 再生可能エネルギーの最大限の活用に向けた取組 

 
① 太陽光発電設備の最大限の導入 

② 蓄電池・再生可能エネルギー熱の活用 

基本方針２ 建築物の建築、管理等に当たっての取組 

 
① 建築物における省エネルギー対策の徹底 

② 建築物の建築等に当たっての環境配慮の実施 

基本方針３ 財やサービスの購入・使用に当たっての取組 

 

① 電動車の導入 

② LED 照明の導入等 

③ 再生可能エネルギー電力調達の推進 

④ 省エネルギー型機器の導入等 

⑤ その他 

基本方針４ その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の削減等への配慮 

 

① 廃棄物の 3R＋Renewable 

② 森林の整備・保全の推進 

③ イベントの実施に伴う温室効果ガスの排出等の削減 

基本方針５ ワークライフバランスの確保・職員に対する研修等 

 

① ワークライフバランスの確保 

② 職員に対する地球温暖化対策に関する研修の機会と情報の提供 

③ 職員に対する脱炭素ライフスタイルの奨励 
 

2） 取組内容 

それぞれの基本方針の取組内容を示します。 
また、重点取組として推進する項目については指標及び目標を掲げます。 
なお、●については政府実行計画に基づき設定した取組、◎については土庄町が設定

した取組とします。 
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基本方針 1 再生可能エネルギーの最大限の活用に向けた取組 
①太陽光発電設備の最大限の導入 

●政府実行計画において、「2030 年度には設置可能な建築物（敷地を含む。）の約 50％以
上に太陽光発電設備を設置することを目指す。」とされています。 

◎土庄町においては、今後新築する庁舎等の建築物について、その敷地も含め、太陽光発
電設備を最大限設置することとします。 

◎また、既存の庁舎等の建築物及び土地については、その性質上適しない場合を除き、太
陽光発電設備を最大限設置します。 

指標名 現状（2024 年度） 目標（2030 年度） 

太陽光発電設備 16 件 26 件 

 
②蓄電池・再生可能エネルギー熱の活用 

●太陽光発電設備により生じた余剰電力の更なる有効利用及び災害時のレジリエンス強
化のため、蓄電池や燃料電池を積極的に導入します。 

●保有する建築物に地中熱、バイオマス熱、太陽熱等の再生可能エネルギー熱を使用する
冷暖房設備や給湯設備等を可能な限り幅広く導入します。 

 
基本方針 2 建築物の建築、管理等に当たっての取組 
①建築物における省エネルギー対策の徹底 

●政府実行計画において、「今後予定する新築事業については原則ＺＥＢ Oriented 相当
以上としつつ、2030 年度までに、新築建築物の平均でＺＥＢ Ready 相当となること
を目指す。」とされています。 

◎土庄町においては、今後予定する新築事業については原則ＺＥＢ Oriented 相当以上と
し、2030年度までに新築建築物の平均でＺＥＢ Ready 相当となることを目指します。 

●庁舎等の増改築時には省エネ性能向上のための措置を講じます。 

●建具や設備の改修を含む大規模改修を実施する場合は、建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号。以下「建築物省エネ法」という。）に定め
る省エネ基準に適合する省エネ性能向上のための措置を講じます。 

●空調設備の適切な運用により、庁舎内における適切な室温管理（冷房の場合は 28 度程
度、暖房の場合は 19 度程度）を図ることを一層徹底します。 

●職員においては、「クールビズ」、「ウォームビズ」を励行します。 
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②建築物の建築等に当たっての環境配慮の実施 
●建設資材については、再生された又は再生できるものをできる限り使用します。 

●建設業者による建設廃棄物等の適正処理を発注者として確認します。 

●雨水の貯留タンク等の雨水利用設備の導入について、建築物の規模・用途に応じて検討
し、設置します。 

●排水再利用設備の導入について、建築物の規模・用途に応じて検討し、設置します。 

●節水トイレ、感知式の洗浄弁、自動水栓など節水に有効な器具などを設置し、また、排
水再利用・雨水利用設備等の日常の管理の徹底を図ります。 

●「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」（令和３年 10 月 1 日木材利用
促進本部決定）に基づき、積極的に木造化、内装等の木質化を促進します。 

●エレベーターの運転の高度制御、高効率 LED 照明の設置、空調の自動制御設備につい
て、規模・用途に応じて検討し、整備を進めます。 

●屋外照明器具の設置に当たっては、上方光束が小さく省エネルギー性の高い適切な照明
機器を選定します。 

●機器の効率的な運用に資するため、温度センサーや空調の効率低下を防ぐための室外機
への遮光ネットなどの導入を図ります。 

 
基本方針 3 財やサービスの購入・使用に当たっての取組 
①電動車の導入 

●政府実行計画において、「公用車については、代替可能な電動車（電気自動車（EV）、燃
料電池自動車（FCV）、プラグインハイブリッド自動車（PHEV）、ハイブリッド自動車
（HV）をいう。以下同じ。）がない場合等を除き、新規導入・更新については 2022 年
度以降全て電動車とし、ストックでも 2030 年度までに全て電動車とする。」とされて
います。 

◎土庄町においては、2030 年度までに、通常移動用途に係る公用車の更新時に電動車を
導入し、その他の車両についても運用上可能なものは電動車に更新します。なお、新規
導入・更新には、リースやレンタルなど、自らが所有者とならない場合も含めます。 

●公用車 1 台ごとや燃料設備ごとの走行距離、燃費等を把握するなど燃料使用量の調査を
きめ細かく行うとともに、使用実態を精査し、公用車台数の見直しを行い、その削減を
図ります。 

●アイドリング・ストップ装置の活用などにより、待機時のエンジン停止の励行、不要な
アイドリングの中止等の環境に配慮した運転を行います。 

●タイヤ空気圧調整等の定期的な車両の点検・整備を実施します。 
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②ＬＥＤ照明の導入等 
●政府実行計画において、「庁舎等の新築・改修時には、LED 照明を標準設置するととも

に、既存の庁舎等においても、計画的に LED 照明への切替えを行い、政府全体の LED
照明のストックでの導入割合を、2030 年度までに 100％とする。」とされています。 

◎土庄町においては、2030 年度までに導入可能なすべての公共施設の照明を LED 化しま
す。 

（生涯学習課施設 LED 化改修計画） 
  
 
 
 
 
 
 
 

●LED 照明の導入に当たっては、原則として、調光システムを合わせて導入し、適切な照
度調整を行うとともに、必要な照明のみ点灯することでエネルギー使用量の抑制を図り
ます。 

●照明の使用に当たっては、点灯時間の縮減や適切な照度調整により節電を徹底します。
特に、昼休みは業務上支障がある場合を除き消灯を徹底し、夜間も業務上必要最小限の
範囲で点灯します。 

 
③再生可能エネルギー電力調達の推進 

●政府実行計画において、「2030 年までに各府省庁で調達する電力の 60％以上を再生可
能エネルギー電力とする。」とされています。 

◎土庄町においては、2030 年までに公共施設で使用する電力の 60％を再生可能エネルギ
ー由来の電力とします。 

指標名 現状（2024 年度） 目標（2030 年度） 

調達電力のうち再生可能 
エネルギー由来の電力 ― 60％ 

 
④省エネルギー型機器の導入等 

●パソコン、コピー機等の OA 機器、電気冷蔵庫、ルームエアコン等の家電製品等の機器
について、旧型のエネルギーを多く消費するものについては廃止又は買換えを計画的、
重点的に進め、買換えに当たっては、省エネルギー型のものを選択します。 

●機器の省エネルギーモード設定の適用等により、待機電力の削減を含めて使用面での改
善を図るとともに、機器の使用時間を縮減するなどによる節電を徹底します。 
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⑤その他 
●自動車利用の抑制等 

Web 会議システムの活用やテレワークによる対応も含め、職員及び来庁者の自動車利
用の抑制・効率化に努めます。また、来庁者に対しても低公害車の優先利用、自動車の
利用の抑制や効率化を呼びかけます。 

●節水機器等の導入等 
現に使用している水多消費型の機器の廃止又は買換えを計画的に進め、買換えに当たっ
ては、節水型等のものを選択します。 

●リデュースの取組やリユース・リサイクル製品の率先調達 
物品の調達に当たっては、再生素材や再生可能資源等を用いた製品を積極的に購入しま
す。 
容器包装を利用する場合にあっては、簡略なものとし、当該容器包装の再使用を図りま
す。 
詰め替え可能な洗剤、文具等を使用します 。 
プラスチック製の物品の調達に当たっては、プラスチックに係る資源循環の促進等に関
する法律（令和３年法律第 60 号）に則り、プラスチック使用製品設計指針に適合した
認定プラスチック使用製品を調達します。 

●用紙類の使用量の削減 
書類の電子化や電子決裁の徹底により、ペーパーレス化を推進します。 
不要となった用紙類（ミスコピー、使用済文書、使用済み封筒等）については、再使用
や再生利用を徹底します。特に、裏紙使用が可能な場合は、裏紙使用を徹底します。 
コピー用紙、事務用箋、伝票等の用紙類の年間使用量について、各部局単位など適切な
単位で把握・管理し、使用量の見える化を図ることで、削減を推進します。 

●再生紙の使用等 
購入し、使用するコピー用紙、トイレットペーパー等の紙類については、再生紙とする
ことを徹底します。 

●合法木材、再生品等の活用 
文具類、機器類、制服・作業服等の物品について、再生材料から作られたものを使用し
ます。 
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 48 号）等に基
づき合法性が確認された木材又は間伐材等の木材や再生材料等から作られた製品を使
用します。 

 
基本方針 4 その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の削減等への配慮 
①廃棄物の 3R＋Renewable 

●庁舎等から排出されるプラスチックごみについては、プラスチックに係る資源循環の促
進等に関する法律に則り、率先して排出の抑制、リサイクルを実施し、リサイクルを実
施することができない場合には熱回収を実施します。また、庁舎等で使用するプラスチ
ック使用製品については、再生素材や再生可能資源等への切替えを実施します。 
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②森林の整備・保全の推進 
●植林、保育、間伐等森林の整備や管理・保全の適切な推進を図ります。 

 
③イベントの実施に伴う温室効果ガスの排出等の削減 

●イベントの実施に当たっては、会場の冷暖房の温度設定の適正化、参加者への公共交通
機関の利用の奨励、Ｊ-クレジット等を活用したカーボン・オフセットの実施、ごみの
分別、ごみの持ち込みの自粛・持ち帰りの奨励など廃棄物の減量化、リユース製品やリ
サイクル製品を積極的に活用するなど、温室効果ガスの削減に資する取組を徹底して行
います。 

 
基本方針 5 ワークライフバランスの確保・職員に対する研修等 
①ワークライフバランスの確保 

●計画的な定時退庁の実施による超過勤務の縮減を図ります。水曜日の定時退庁の一層の
徹底を図るため、水曜日の午後５時以降は、業務上やむを得ない場合を除き、原則とし
て、会議の開催、協議文書の協議等を実施しないこととします。 
事務の見直しによる夜間残業の削減や、有給休暇の計画的消化の一層の徹底を図ります。 
テレワークの推進や Web 会議システムの活用等により、多様な働き方を推進します。 

 
②職員に対する地球温暖化対策に関する研修の機会と情報の提供 

●地球温暖化対策に関する研修を計画的に推進します。 
庁内誌、パンフレット、庁内 LAN 等により、再生紙等の名刺への活用、計画されてい
る地球温暖化対策に関する活動や研修など、職員が参加できる地球温暖化対策に関する
活動に対し、必要な情報提供を行います。 
地球温暖化対策に関するシンポジウム、研修会への職員の積極的な参加が図られるよう
便宜を図ります。 

 
③職員に対する脱炭素ライフスタイルの奨励 

●職員に、太陽光発電設備や電動車の導入など、脱炭素型ライフスタイルへの転換に寄与
する取組を促します。また、「今すぐできる経費削減十則」を徹底します。 
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（5） 事務事業編の進行管理 

1） 進行管理 

「土庄町地球温暖化対策実行計画」の具体的な進行管理は、以下のとおりです。 
 

2） 計画（Plan） 

課⾧等は、課員等に対し「土庄町地球温暖化対策実行計画」の周知徹底を図るととも
に、「土庄町地球温暖化対策実行計画」に基づく二酸化炭素排出量削減に関する取組を
推進します。 

 

3） 実行（Do） 

すべての職員は、「土庄町地球温暖化対策実行計画」に基づく二酸化炭素排出量削減
に関する取組の実行に努めます。また、課⾧等は、課員のうち１名を土庄町地球温暖化
対策実行計画推進委員に指名します。 

 

4） 点検・評価（Check） 

土庄町地球温暖化対策実行計画推進委員は、各課の進捗状況等の把握・管理・点検・
評価を行うとともに、土庄町地球温暖化対策実行計画推進委員会に出席し、町⾧等に対
して進捗状況等の報告並びに実行計画の推進及び見直しに関する提案等を行います。 

 

5） 見直し（Action） 

土庄町地球温暖化対策実行計画推進委員⾧（住民環境課⾧）は、土庄町地球温暖化対
策実行計画推進委員からの報告、提案等を踏まえ、年に１回、「土庄町地球温暖化対策
実行計画」の進捗状況等を総括し、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

6） 実績の公表 

土庄町地球温暖化対策実行計画推進委員⾧（住民環境課⾧）は、地球温暖化対策の推
進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 21 条第 15 項に基づき、毎年１回、実
行計画に基づく措置及び施策の実施の状況を公表します。 

 


